
お住まいの都道府県「⻑野県」、お
住まいの市区町村「⻑野市」を選択
し、「確認する」ボタンをクリック
します。

申請者（保護者等）のメールアドレ
スを入力し、「申請する」ボタンを
クリックします。

こども家庭庁の「こども誰でも通園
制度総合支援システムポータルサイ
ト」にアクセスし、利用申請を行い
ます。

①こども誰でも通園制度利⽤申請の⼿順

「こども誰でも通園制度総合⽀援システムポータルサイト」

手順１

手順２

手順３



右の画面が表示された後、申請者
（保護者等）のメールアドレス宛に
申請案内メールが送付されます。

案内メール内のURLから、案内に
沿って申請者情報、代理人利用者情
報（任意）、こどもそれぞれの項目
（次ページ参照）を入力します。

※代理利用者とは、申請者以外に本
システムを利用する保護者等をいい
ます。

※利用したいこどもが２名以上いる
場合は、それぞれ入力します。

申請者情報入力画面 代理利用者情報入力画面

こども情報入力画面

手順４

手順５



○…必須項目
△…任意項目
□…任意項目だが、該当する場合は必ず入力してください

申請者情報 代理利用者情報 こども情報
姓
名

○
○ ○

姓（カナ）

○
○
○

○

○
名（カナ）
生年月日
性別
子どもとの続柄
郵便番号

○

前自治体での利用
既に認定を受けてい
るこどもの有無

障害者手帳等の有無
疾患

現住所
本年１月１日住所
前年１月１日住所
メールアドレス
電話番号
利用料減免の有無

市区町村

代理利用者の有無

○

○
○
○
○
○

○

○
△
△
○
○
○

○

○ ○
○ ○

○ ○

○

○ ○

○
○

○
○

□
□
□

食物アレルギー
その他

入力項目一覧



入力が終わりましたら、登録内容を
確認します。同意事項をよく読んで
いただき、同意のチェックを入れて
「申請する」ボタンをクリックしま
す。

右の画面が表示されましたら、利
用申請完了です。

なお、利用料の減免を希望される
場合は、申請時の同意に基づき税
情報等により減免の有無を確認さ
せていただきますが、税情報等が
確認できない場合、市から個別に
照会させていただく場合がありま
す。

手順６

手順７


